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(54)【発明の名称】 蒸着方法及び表示装置の製造方法

(57)【要約】
【課題】蒸着工程において、シャドウマスクによる基板
表面のダメージを抑制する。
【解決手段】マグネット１２０と磁性材料から成るシャ
ドウマスク１との間にガラス基板１３０を介挿し、ガラ
ス基板１３０とシャドウマスク１とを密着させる。蒸着
源１４０からシャドウマスク１の開口部２を通してガラ
ス基板１３０の表面に有機ＥＬ素子材料の蒸着を行うこ
とにより、有機ＥＬ素子のパターン形成を行う。シャド
ウマスク１のガラス基板３００表面に対向する側の表面
には粗面化処理が施されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  基板の表面に蒸着マスクを密着させ、蒸
着源から前記蒸着マスクの開口部を通して前記基板の表
面に蒸着材料を蒸着することによりパターン形成を行う
蒸着方法において、前記蒸着マスクの前記基板表面に対
向する表面に粗面化処理が施されていることを特徴とす
る蒸着方法。
【請求項２】  前記蒸着マスクの前記基板表面に対向す
る側の表面の凹部と凸部の高低差が１０μｍ以下である
ことを特徴とする請求項１記載の蒸着方法。
【請求項３】  前記蒸着マスクの前記蒸着源に対向する
側の表面に粗面化処理が施されていることを特徴とする
請求項１記載の蒸着方法。
【請求項４】  前記粗面化処理は、サンドブラスト処理
であることを特徴とする請求項１又は３記載の蒸着方
法。
【請求項５】  前記粗面化処理は、マスクを用いたエッ
チング処理であることを特徴とする請求項１又は３記載
の蒸着方法。
【請求項６】  マグネットと磁性材料から成る蒸着マス
クとの間に絶縁性基板を介挿して前記絶縁性基板と前記
蒸着マスクとを密着させ、蒸着源から前記蒸着マスクの
開口部を通して前記絶縁性基板の表面に有機ＥＬ素子材
料の蒸着を行うことにより、有機ＥＬ素子のパターン形
成を行う表示装置の製造方法において、前記蒸着マスク
の前記基板表面に対向する側の表面に粗面化処理が施さ
れていることを特徴とする表示装置の製造方法。
【請求項７】  前記蒸着マスクの前記絶縁性基板表面に
対向する側の表面の凹部と凸部の高低差が１０μｍ以下
であることを特徴とする請求項６記載の表示装置の製造
方法。
【請求項８】  前記蒸着マスクの前記蒸着源に対向する
側の表面に粗面処理が施されていることを特徴とする請
求項６記載の表示装置の製造方法。
【請求項９】  前記粗面化処理は、サンドブラスト処理
であることを特徴とする請求項６又は８記載の表示装置
の製造方法。
【請求項１０】  前記粗面化処理は、マスクを用いたエ
ッチング処理であることを特徴とする請求項６又は８記
載の表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、本発明は蒸着方法
及び表示装置の製造方法に関し、特に蒸着によりパター
ン形成が成される基板の表面に機械的なダメージが与え
られるのを防止した蒸着方法及び表示装置の製造方法に
関する。
【０００２】
【従来の技術】近年、エレクトロルミネッセンス（Elec
tro  Luminescence：以下、「ＥＬ」と称する。）素子
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を用いたＥＬ表示装置が、ＣＲＴやＬＣＤに代わる表示
装置として注目されており、例えば、そのＥＬ素子を駆
動させるスイッチング素子として薄膜トランジスタ（Th
in Film Transistor：以下、「ＴＦＴ」と称する。）を
備えたＥＬ表示装置の研究開発も進められている。
【０００３】図８に有機ＥＬ表示装置の表示画素付近を
示す平面図を示し、図８（ａ）に図１中のＡ－Ａ線に沿
った断面図を示し、図９（ｂ）に図９中のＢ－Ｂ線に沿
った断面図を示す。
【０００４】図８及び図９に示すように、ゲート信号線
５１とドレイン信号線５２とに囲まれた領域に表示画素
１１５が形成されており、マトリクス状に配置されてい
る。
【０００５】この表示画素１１５には、自発光素子であ
る有機ＥＬ素子６０と、この有機ＥＬ素子６０に電流を
供給するタイミングを制御するスイッチング用ＴＦＴ３
０と、有機ＥＬ素子６０に電流を供給する駆動用ＴＦＴ
４０と、保持容量とが配置されている。なお、有機ＥＬ
素子６０は、第１の電極である陽極６１と発光材料から
なる発光素子層と、第２の電極である陰極６３とから成
っている。
【０００６】即ち、両信号線５１，５２の交点付近には
スイッチング用ＴＦＴである第１のＴＦＴ３０が備えら
れており、そのＴＦＴ３０のソース３３ｓは保持容量電
極線５４との間で容量をなす容量電極５５を兼ねるとと
もに、ＥＬ素子駆動用ＴＦＴである第２のＴＦＴ４０の
ゲート４１に接続されており、第２のＴＦＴのソース４
３ｓは有機ＥＬ素子６０の陽極６１に接続され、他方の
ドレイン４３ｄは有機ＥＬ素子６０に供給される電流源
である駆動電源線５３に接続されている。
【０００７】また、ゲート信号線５１と並行に保持容量
電極線５４が配置されている。この保持容量電極線５４
はクロム等から成っており、ゲート絶縁膜１２を介して
ＴＦＴのソース３３ｓと接続された容量電極５５との間
で電荷を蓄積して容量を成している。この保持容量５６
は、第２のＴＦＴ４０のゲート電極４１に印加される電
圧を保持するために設けられている。
【０００８】図９に示すように、有機ＥＬ表示装置は、
ガラスや合成樹脂などから成る基板又は導電性を有する
基板あるいは半導体基板等の基板１０上に、ＴＦＴ及び
有機ＥＬ素子を順に積層形成して成る。ただし、基板１
０として導電性を有する基板及び半導体基板を用いる場
合には、これらの基板１０上にＳｉＯ
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やＳｉＮなどの

絶縁膜を形成した上に第１、第２のＴＦＴ及び有機ＥＬ
素子を形成する。いずれのＴＦＴともに、ゲート電極が
ゲート絶縁膜を介して能動層の上方にあるいわゆるトッ
プゲート構造である。
【０００９】まず、スイッチング用ＴＦＴである第１の
ＴＦＴ３０について説明する。
【００１０】図９（ａ）に示すように、石英ガラス、無
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アルカリガラス等からなる絶縁性基板１０上に、非晶質
シリコン膜（以下、「ａ－Ｓｉ膜」と称する。）をＣＶ
Ｄ法等にて成膜し、そのａ－Ｓｉ膜にレーザ光を照射し
て溶融再結晶化させて多結晶シリコン膜（以下、「ｐ－
Ｓｉ膜」と称する。）とし、これを能動層３３とする。
その上に、ＳｉＯ

2
膜、ＳｉＮ膜の単層あるいは積層体

をゲート絶縁膜３２として形成する。更にその上に、Ｃ
ｒ、Ｍｏなどの高融点金属からなるゲート電極３１を兼
ねたゲート信号線５１及びＡｌから成るドレイン信号線
５２を備えており、有機ＥＬ素子の駆動電源でありＡｌ
から成る駆動電源線５３が配置されている。
【００１１】そして、ゲート絶縁膜３２及び能動層３３
上の全面には、ＳｉＯ

2
膜、ＳｉＮ膜及びＳｉＯ

2
膜の順

に積層された層間絶縁膜１５が形成されており、ドレイ
ン３３ｄに対応して設けたコンタクトホールにＡｌ等の
金属を充填したドレイン電極３６が設けられ、更に全面
に有機樹脂から成り表面を平坦にする平坦化絶縁膜１７
が形成されている。
【００１２】次に、有機ＥＬ素子の駆動用ＴＦＴである
第２のＴＦＴ４０について説明する。図９（ｂ）に示す
ように、石英ガラス、無アルカリガラス等からなる絶縁
性基板１０上に、ａ－Ｓｉ膜にレーザ光を照射して多結
晶化してなる能動層４３、ゲート絶縁膜１２、及びＣ
ｒ、Ｍｏなどの高融点金属からなるゲート電極４１が順
に形成されており、その能動層４３には、チャネル４３
ｃと、このチャネル４３ｃの両側にソース４３ｓ及びド
レイン４３ｄが設けられている。そして、ゲート絶縁膜
１２及び能動層４３上の全面に、ＳｉＯ

2
膜、ＳｉＮ膜

及びＳｉＯ
2
膜の順に積層された層間絶縁膜１５を形成

し、ドレイン４３ｄに対応して設けたコンタクトホール
にＡｌ等の金属を充填して駆動電源に接続された駆動電
源線５３が配置されている。更に全面に例えば有機樹脂
から成り表面を平坦にする平坦化絶縁膜１７を備えてい
る。そして、その平坦化絶縁膜１７のソース４３ｓに対
応した位置にコンタクトホールを形成し、このコンタク
トホールを介してソース４３ｓとコンタクトしたＩＴＯ
から成る透明電極、即ち有機ＥＬ素子の陽極６１を平坦
化絶縁膜１７上に設けている。この陽極６１は各表示画
素ごとに島状に分離形成されている。
【００１３】有機ＥＬ素子６０は、ＩＴＯ（Indium Tin
 Oxide）等の透明電極から成る陽極６１、ＭＴＤＡＴＡ
（4,4-bis(3-methylphenylphenylamino)biphenyl）から
成る第１ホール輸送層、ＴＰＤ（4,4,4-tris(3-methylp
henylphenylamino)triphenylanine）からなる第２ホー
ル輸送層から成るホール輸送層６２、キナクリドン（Qu
inacridone）誘導体を含むＢｅｂｑ2（10-ベンゾ〔ｈ〕
キノリノール－ベリリウム錯体）から成る発光層６３、
及びＢｅｂｑ2から成る電子輸送層６４、マグネシウム
・インジウム合金もしくはアルミニウム、もしくはアル
ミニウム合金から成る陰極６５が、この順番で積層形成
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された構造である。
【００１４】有機ＥＬ素子６０は、陽極６１から注入さ
れたホールと、陰極６５から注入された電子とが発光層
の内部で再結合し、発光層を形成する有機分子を励起し
て励起子が生じる。この励起子が放射失活する過程で発
光層から光が放たれ、この光が透明な陽極６１から透明
絶縁基板を介して外部へ放出されて発光する。
【００１５】なお、上述した技術は、例えば特開平１１
－２８３１８２号公報に記載されている。
【００１６】上述した有機ＥＬ素子６０のホール輸送層
６２、発光層６３、電子輸送層６４に用いられる有機Ｅ
Ｌ材料は、耐溶剤性が低く、水分にも弱いという特性が
あるため、半導体プロセスにおけるフォトリソグラフィ
技術を利用することができない。そこで、いわゆるシャ
ドウマスクを用いた蒸着により有機ＥＬ素子６０のホー
ル輸送層６２、発光層６３、電子輸送層６４のパターン
形成を行っている。
【００１７】次に、係る有機ＥＬ材料の蒸着によるパタ
ーン形成方法について図１０～図１３を参照しながら説
明する。まず、図１０において、１００は真空蒸着装
置、１０１は真空蒸着装置１００に併設された排気系、
１１０は真空蒸着装置のチャンバー内に設置された支持
台であり、この支持台１１０上に、ニッケル（Ni）やイ
ンバー合金(Fｅ

64
Ｎｉ

36
)等の磁性材料から成るシャド

ウマスク（蒸着マスク）１１１が載置される。シャドウ
マスク１１１の所定の位置には開口部１１２が複数設け
られている。
【００１８】支持台１１０上に載置されるシャドウマス
ク１１１上にはマグネット１２０が上下方向に可動に配
置されている。１３０はマグネット１２０とシャドウマ
スク１１１の間に介挿される、マザーガラスと呼ばれる
ガラス基板ある。１４０はシャドウマスク１１１の下方
に配置され、シャドウマスク１１１に沿って左右方向に
移動可能な蒸着源である。
【００１９】図１０において、いま真空蒸着装置１００
のチャンバー内は排気系１０１によって真空状態に保た
れているとする。そこで、ガラス基板１３０は不図示の
搬送機構によってマグネット１２０とシャドウマスク１
１１の間に介挿される。そして、図１１に示すように、
ガラス基板１３０は搬送機構によりシャドウマスク１１
１上に載置される。
【００２０】次に、図１２に示すように、マグネット１
２０をガラス基板１３０の上面と接触する位置まで下方
向に移動させる。すると、シャドウマスク１１１はマグ
ネット１２０の磁力を受けてガラス基板１３０の下面、
すなわちパターン形成面に密着される。
【００２１】次に、図１３に示すように、蒸着源１４０
を不図示の移動機構によりガラス基板１３０左端から右
端まで水平方向に移動させながら、シャドウマスク１１
１の開口部１１２を通してガラス基板１３０の表面に上
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記有機ＥＬ材料の蒸着を行う。ここで、蒸着源１４０は
図１３の紙面の垂直方向に細長く延びたるつぼによって
構成され、るつぼ内に収納された蒸着材料はヒーターに
よって加熱され蒸発される。
【００２２】蒸着が終了すると、マグネット１２０は上
方に移動させる。そして、ガラス基板１３０は搬送機構
によりシャドウマスク１１１から持ち上げられ、次工程
の作業位置まで搬送される。これにより、有機ＥＬ素子
６０のパターン形成を行うことができる。
【００２３】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従
来の蒸着方法ではガラス基板１３０のパターン形成面に
機械的なダメージが与えられ、有機ＥＬ素子６０等が損
傷を受けてしまうという問題があった。
【００２４】これは主に、①搬送機構によりガラス基板
１３０をシャドウマスク１１１上に載置する時、②マグ
ネット１２０によりガラス基板１３０とシャドウマスク
１１１を密着させる時、③搬送機構によりガラス基板１
３０をシャドウマスク１１１上から持ち上げ、引き離す
時に、シャドウマスク１１１とガラス基板１３０の接触
により擦れが生じ、ガラス基板１３０の表面に機械的な
ダメージが与えられるためである。
【００２５】特に、近年ではガラス基板１３０が大型化
している。そのため、上記①、③の工程でガラス基板１
３０のたわみが大きくなり、係るたわみ部分がシャドウ
マスク１１１の表面に接触する時に大きなダメージが加
わるものと考えられる。
【００２６】
【課題を解決するための手段】本発明は上記従来技術の
課題に鑑みてなされたもので、基板の表面に蒸着マスク
を密着させ、蒸着源から蒸着マスクの開口部を通して、
基板の表面に蒸着材料を蒸着することによりパターン形
成を行う蒸着方法において、蒸着マスクの基板表面に対
向する表面に粗面化処理が施されていることを特徴とす
るものである。
【００２７】かかる構成によれば、蒸着マスクに粗面化
処理が施されているので、基板の表面に蒸着マスクを密
着させる際の接触面積が減少し、基板の表面に与えられ
るダメージが抑制される。
【００２８】また、蒸着マスクの前記基板表面に対向す
る側の表面の凹部と凸部の高低差が１０μｍ以下である
ことを特徴とする。かかる構成によれば、蒸着マスクの
基板に対する密着性が確保されるため、蒸着によるパタ
ーン形成の精度の劣化、例えばパターンのボケを防止す
ることができる。
【００２９】また、蒸着マスクの蒸着源に対向する側の
表面に粗面化処理が施されていることを特徴とする。か
かる構成によれば、蒸着マスクに蒸着された蒸着材料が
剥離しにくくなるので、蒸着された蒸着材料が剥離し
て、蒸着源を汚染することが防止される。また、上記の

6
ような蒸着マスクの粗面化処理は、例えば、サンドブラ
スト処理やマスクを用いたエッチング処理にて行うこと
ができる。
【００３０】
【発明の実施の形態】次に、本発明の実施形態について
図面を参照しながら詳細に説明する。図１は本発明の実
施形態に係る蒸着方法及び有機ＥＬ表示装置の製造方法
を説明する図である。なお、図１において、図９～図１
３と同一の構成部分については同一の符号を付してい
る。
【００３１】本実施形態は、シャドウマスク１の構成に
特徴があり、蒸着の工程については基本的には図１０～
図１３に示した工程と同様である。図１は、図１３の蒸
着工程に対応する工程を示しており、シャドウマスク１
がマグネット１２０の磁力によってガラス基板１３０に
密着された状態で、蒸着源１４０から蒸着材料、例え
ば、有機ＥＬ材料、陰極６５の材料（例えばアルミニウ
ム）をシャドウマスク１の開口部２を通して、ガラス基
板１３０のパターン形成面に蒸着して有機ＥＬ素子６０
等のパターン１３１を形成する工程を示している。
【００３２】ここで、ガラス基板１３０のパターン形成
面には、図示しないが、図９に示したＴＦＴ、層間絶縁
膜１５、平坦化絶縁膜１７、ＩＴＯ（Indium Tin Oxid
e）等の透明電極から成る陽極６１が予め形成されてい
る。
【００３３】本実施形態では、シャドウマスク１のガラ
ス基板１３０の表面に対向する側の表面３に粗面化処理
が施され、凹凸が設けられている。この粗面化処理は、
具体的にはサンドブラスト処理、後に詳しく説明するマ
スクを用いたエッチング処理等により実現することがで
きる。
【００３４】係る粗面化処理がシャドウマスク１に施さ
れると、ガラス基板１３０との接触面積が、粗面化処理
が施されていない鏡面仕上げのシャドウマスク１に比し
て減少する。これにより、①搬送機構によりガラス基板
１３０をシャドウマスク１１１上に載置する時、②マグ
ネット１２０によりガラス基板１３０とシャドウマスク
１１１を密着させる時、③搬送機構によりガラス基板１
３０をシャドウマスク１１１上から持ち上げ、引き離す
時に、シャドウマスク１１１とガラス基板１３０の接触
が生じるが、その接触面積が小さいために、ガラス基板
１３０の表面に機械的なダメージが与えられるのが抑制
される。
【００３５】また、粗面化処理が施されたシャドウマス
ク１の表面３の凸部の形状はラウンド形状に加工されて
いることが望ましい。これは、凸部に加わる圧力が分散
され、ガラス基板１３０の表面がより傷つきにくくなる
からである。
【００３６】また、係る粗面化処理が施されたシャドウ
マスク１の表面３の凹部と凸部の高低差ｈは１０μｍ以
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7
下であることが好ましい。これは、シャドウマスク１の
ガラス基板１３０に対する密着性が確保されるため、蒸
着によるパターン形成の精度の劣化、例えばパターンの
ボケを防止することができるからである。
【００３７】また、真空蒸着装置１００のチャンバー内
にはダストが存在するため、鏡面処理された従来のシャ
ドウマスクでは、シャドウマスクとガラス基板１３０の
間にダストが巻き込まれ、このダストがガラス基板１３
０に付着したり、ガラス基板１３０を傷つけ、ダークス
ポットのように表示装置の不良を招くことがあった。し
かしながら、本実施形態のようにシャドウマスク１に粗
面化処理を施し、その表面に凹凸を設けることにより、
ダスト１３２はシャドウマスク１の表面の凹部に入り込
み、ガラス基板１３０に付着したり、傷つけたりするこ
とが防止されるという効果もある。
【００３８】なお、シャドウマスク１の開口部２の断面
は蒸着源１４０側に拡がったテーパー形状を呈してい
る。これは、蒸着源１４０から蒸着材料が等方的に飛来
することを考慮したためである。
【００３９】ところで、シャドウマスク１の蒸着源１４
０に対向する側の表面には、蒸着源１４０から蒸着材
料、例えば、有機ＥＬ材料、陰極６５の材料（例えばア
ルミニウムが蒸着され、蒸着層４が形成される。蒸着材
料はシャドウマスク１により遮られ、その開口部１２の
みからガラス基板１３０の表面に到達する。ところが、
係る蒸着層４が付着されたシャドウマスク１の表面が鏡
面であると、蒸着工程中に蒸着層４が剥離し易い。
【００４０】そして、剥離した蒸着層４の破片には不純
物が含まれるので、そのような破片が蒸着源１４０に取
り込まれ、再蒸着されるとガラス基板１３０に形成され
る有機ＥＬ素子６０等のパターン１３１が汚染されてし
まう。このため、有機ＥＬ素子６０の特性に悪影響を与
えるおそれがある。
【００４１】そこで、図２に示すように、シャドウマス
ク１の蒸着源１４０に対向する側の表面についても、反
対側の面と同様に、粗面化処理を施すことが望ましい。
係る粗面化処理によりシャドウマスク１の表面積が増加
するため、蒸着層４とシャドウマスク１とはより広い面
積で接するようになり、アンカー効果により剥がれにく
くなるからである。
【００４２】図３は、上述したシャドウマスク１の例を
示す平面図である。このシャドウマスク１は、ホール輸
送層６２、電子輸送層６４、陰極６５に対応するマスク
であり、有機ＥＬ表示装置の表示領域に対応する領域に
複数の開口部２Ａが設けられている。そして、開口部２
Ａを除くシャドウマスク１の表面（または裏面）には粗
面化処理が施されている。
【００４３】図４は、上述したシャドウマスク１の他の
例を示す平面図である。このシャドウマスク１は、発光
層６３に対応するマスクであり、有機ＥＬ表示装置の表*
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*示領域に対応する領域Ｄにおいて、Ｒ，Ｇ，Ｂの各画素
毎に複数のより小さな開口部２Ｂが設けられている。そ
して、開口部２Ｂを除くシャドウマスク１の表面（また
は裏面）には粗面化処理が施されている。
【００４４】次に、シャドウマスク１の粗面化処理の一
例について図５～図７の断面図を参照しながら説明す
る。図５に示すように、ニッケル（Ni）やインバー合金
(Fｅ

64
Ｎｉ

36
)等の磁性材料から成るシャドウマスク母

材に、サンドブラスト処理を施し、エッチングにより、
蒸着用の開口部２を形成する。これをシャドウマスク１
として用いても良いが、この例では更に、表面に所望の
レジストパターン５を形成している。レジストパターン
５は、開口部３から離れた所に複数の開口部６が設けら
れている。
【００４５】次に、図６に示すようにレジストパターン
５をマスクとしてシャドウマスク１の表面をエッチング
する。そして、図７に示すようにレジストパターン５を
除去する。このように、サンドブラスト処理とマスクを
用いたエッチング処理を併用することでシャドウマスク
１の場所によって凹凸の深さを変化させることができ
る。この例では、開口部２から離れた所の凹凸７の深さ
が深くなっている。
【００４６】これにより、開口部２の付近ではガラス基
板１３０に対する密着性を確保しながら、開口部２から
離れた領域では接触面積を小さくして、ガラス基板１３
０に対するダメージを小さくすることができる。
【００４７】上記の例ではサンドブラスト処理とエッチ
ング処理を併用しているが、サンドブラスト処理のみ、
あるいはエッチング処理のみでもよい。また、粗面化処
理による凹凸形状についてはストライプ状であってもよ
いと考えられる。この場合にはサンドブラスト処理より
も、ストライプ形状のレジストパターンを用いたエッチ
ング処理が適当である。
【００４８】
【発明の効果】本発明の蒸着方法及び表示装置の製造方
法によれば、蒸着マスクの基板表面に対向する表面に粗
面化処理が施されているので、基板の表面に蒸着マスク
を密着させる際の接触面積が減少し、基板の表面に与え
られるダメージが抑制される。特に、表示装置において
はその品質を向上することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態に係る蒸着方法及び有機ＥＬ
表示装置の製造方法を説明する図である。
【図２】本発明の実施形態に係る蒸着方法及び有機ＥＬ
表示装置の製造方法を説明する図である。
【図３】本発明の実施形態に係るシャドウマスク１の例
を示す平面図である。
【図４】本発明の実施形態に係るシャドウマスク１の例
を示す他の平面図である。
【図５】本発明の実施形態に係るシャドウマスク１の粗
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面化処理を説明する断面図である。
【図６】本発明の実施形態に係るシャドウマスク１の粗
面化処理を説明する断面図である。
【図７】本発明の実施形態に係るシャドウマスク１の粗
面化処理を説明する断面図である。
【図８】従来のＥＬ表示装置の平面図である。
【図９】図８中のＢ－Ｂ線に沿った断面図である。
【図１０】有機ＥＬ材料の蒸着によるパターン形成方法
を示す図である。
【図１１】有機ＥＬ材料の蒸着によるパターン形成方法
を示す図である。 *
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*【図１２】有機ＥＬ材料の蒸着によるパターン形成方法
を示す図である。
【図１３】有機ＥＬ材料の蒸着によるパターン形成方法
を示す図である。
【符号の説明】
１  シャドウマスク    ２  開口部    ３  シャドウマ
スク１の表面
４  蒸着層    １２０  マグネット    １３０  ガラス
基板
１３１  パターン    １３２  ダスト    １４０  蒸着
源

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
【図５】

【図６】

【図７】
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